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防災業務計画 

 

 

第１章 総  則 

 

 

第１節 防災業務計画の目的 

この防災業務計画（以下「この計画」という。）は、災害対策基本法第３９条第１項に基

づき、ガス施設等に係る災害予防、災害応急対策及び災害復旧のための諸施策の基本を定め

ることにより、円滑かつ適切な防災業務活動の遂行を図ることを目的とする。 

 

 

第２節  防災業務計画の基本構想 

ガス施設の災害及び二次災害の発生を防止し、また発生した被害を早期に復旧するため、

災害発生原因の除去と防災環境の整備に常に努力を傾注するとともに、次の諸施策を重点に

防災対策の推進を図る。 

１．防災体制の確立 

２．災害予防対策 

３．災害応急対策 

４．災害復旧対策 

 

 

第３節 防災業務計画の運用 

１．他の計画等との関連 

この計画は、災害対策基本法、ガス事業法、消防法、石油コンビナート等災害

防止法等関係法令に基づく諸計画等との調整を図り運用する。 

２．防災業務計画の修正 

この計画は、毎年検討を加え、必要があると認めるときはこれを修正する。  
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第２章 防災体制の確立 

 

 

第１節 防災体制 

１．非常体制 

非常体制は、災害が発生するおそれがある場合又は発生した場合とし、その種別及び基準

は次の表の通りとする。 

 

 

２．災害対策組織及び分担業務 

本社及び各事業所等は、非常体制に対応する災害対策組織（以下「対策組織」という。）

及び分担業務をあらかじめ別図１から別図９の通り定める。 

体制種別 基         準 

第１非常体制 
（１）ガス施設の損壊等による被害又は被害予想が軽度又は局地の場合 

（２）供給区域に大雨、洪水等の気象警報が発令され、被害又は被害予

想が軽度又は局地の場合 

（３）事業所の所在する地域に震度５弱の地震が発生した場合 

（４）供給エリアの沿岸に大津波警報が発令された場合 

（５）南海トラフ地震臨時情報が発表された場合 

第２非常体制  （１）ガス施設の損壊等による被害又は被害予想が中程度の場合 

 （２）供給区域に大雨、洪水、大津波等の気象警報が発令され、被害又

は被害予想が中程度の場合 

 （３）供給区域に震度５弱の地震が発生し、漏えい又は供給支障等の被

害が発生した場合 

第３非常体制 
 （１）ガス施設の損壊等による被害又は被害予想がはなはだしい場合 

 （２）事業所の所在する地域に大雨、洪水、大津波等の気象警報が発令

され、被害又は被害予想がはなはだしい場合 

 （３）供給区域に震度５強以上の地震が発生した場合 

（４）ガス漏えい及びガス事故等処理要領に定める特別出動体制では処

理することが困難な事故が発生した場合又は予想される場合 

総合非常体制 
 （１）ガス施設の損壊等により広域、大規模な災害が発生した場合 

 （２）供給区域に大雨、洪水、大津波等の気象警報が発令され、広域、

大規模な災害が発生した場合 

（３）供給区域に震度５強以上の地震が発生し、広範囲に被害が

発生した場合 

（４）供給区域に震度６弱以上の地震が発生した場合 
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第２節 対策組織の運営 

１．非常体制の発令と解除 

（１）各非常体制の責任者は発令基準に則り、当該所管内の非常体制を発令することができ

る。また、災害の発生のおそれがなくなった場合または災害復旧が進行して必要が無く

なった場合には、全部又は一部を解散する。 

各非常体制の責任者は別表１に定める。 

（２）第３非常体制が発令されたときは、直ちに「地区災害対策本部」を設置する。地区災

害対策本部長は災害の状況に応じて、体制種別を変更することができる。 

なお、福岡の体制については、各部門を被災地域の復旧活動に携わる地区災害対策

本部と地区災害対策本部の支援及び災害対策に関する総括管理を行う災害対策連絡会

議に分割する。また、被災地以外の各地区は災害派遣連絡部会を設置し、災害情報の

収集及び要員派遣等の準備をする。 

（３）総合非常体制が発令されたときは、直ちに「総合災害対策本部」を設置する。なお、

福岡の体制については、復旧活動の統括、災害対策に関する総括管理及び現地災害対策

本部を支援する「総合災害対策本部」、被災地域の復旧活動に携わる「現地災害対策本

部」に分割する。また、被災地以外の各地区は災害派遣連絡部会を設置し、災害情報の

収集及び要員派遣等の準備をする。 

２．権限の行使 

（１）対策本部が設置された場合、災害対策活動に関する一切の業務は対策本部のもとで行

う。 

（２）対策本部が設置された場合、対策本部長は職務上の権限を行使して活発に災害対策活

動を行う。ただし、権限外の事項であっても緊急に実施する必要のあるものについては

臨機の措置をとることができる。なお、権限外の事項については、行使後速やかに所定

の手続きをとる。 

（３）対策本部長が病気その他やむを得ない事情により不在となる場合、別表２に定める代

行者が対策本部長に代わって指揮をとるものとする。 

３．動員 

（１）各非常体制の責任者は非常体制を発令後、直ちにあらかじめ定める防災要員の動員を

指令する。 

（２）地震が発生し気象庁が発表した供給区域の震度が５弱以上の場合は、あらかじめ定め

た社員の自動出動とする。 

ただし、地震等災害による被災、傷病等の事情により出動困難な者はこの限りでは

ない。 

４．指令伝達及び情報連絡の経路 

各非常体制の指令伝達及び情報連絡の経路は、別図１から別図４の通りとする。 

 

第３節 災害対策連絡会議等の設置 

１．災害対策連絡会議 

（１）台風、洪水、高潮、地震、津波等により、ガスの供給に大きな影響を及ぼ

す被害が発生した場合もしくは予想され第３非常体制の発令を受けたときは、防

災保安部長を議長とする関係各部門による「災害対策連絡会議」を直ちに設置する。 

（２）「災害対策連絡会議」は、災害情報の収集及び外部対応を図ると共に「地区災害対策

本部」の防災活動に対して全面的に支援、補佐する。 
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２．災害対策連絡部会 

（１）地区で災害が発生もしくは発生が予想され、第１又は第２非常体制の発令の連絡を受

けた場合、防災保安部長（工場での被害の場合には生産部長）は「災害対策連絡部会」

を設置する。 

（２）「災害対策連絡部会」は、災害情報の収集及び外部対応を図ると共に、現地の防災活

動に対して全面的に支援、補佐する。 

３．災害派遣連絡部会 

（１）地区で災害が発生もしくは発生が予想され、第３又は総合非常体制の発令の連絡を受

けた場合、被災地以外の地区の供給部長は「災害派遣連絡部会」を設置する。 

（２）「災害派遣連絡部会」は、災害情報の収集及び要員派遣等、現地の防災活動に対し

て全面的に支援、補佐する。 

４．動員 

（１）地震が発生し気象庁が発表した供給区域の震度が５弱以上の場合は、あらかじめ定め

た社員の自動出動とする。 

ただし、地震等災害による被災、傷病等の事情により出動困難な者はこの限りでは

ない。 

５．指令伝達及び情報連絡の経路 

災害対策連絡会議等が設置された場合の指令伝達及び情報連絡の経路は、別図５から別図

９の通りとする。 

   

第４節 社外機関との協調 

１．地方防災会議等への参加と協力 

平常時には、担当部署（事業所）が地方自治体の防災会議等と、また災害時には対策本部

等が地方自治体の災害対策本部等と緊密な連絡を保ち、この計画が円滑、適切に行われるよ

う努める。 

（１）地方防災会議等への参加 

   地方防災会議等には、委員を推薦し参加させる。 

（２）地方自治体災害対策本部との協調 

   この計画が円滑かつ適切に行われるよう次の事項に関し協調を図る。 

    ①災害に関する情報の提供及び収集 

    ②災害応急対策及び災害復旧対策の推進 

２．防災関係機関との協調 

（１）経済産業省、九州産業保安監督部、地方気象台、消防署、警察署等防災関係機関とは

平常時から協調し、防災関係情報の提供、収集等相互連携体制を整備するよう努めるも

のとする。 

（２）災害発生時には、内閣府、内閣情報調査室、経済産業省等の防災関係機関との連絡が

相互に迅速にかつ確実に行えるよう情報伝達のルート及び情報交換の為の収集・連絡

体制を整備しておく。 

３．他ガス事業者等との協調 

他ガス事業者等と協調し、要員及び資材等の相互融通等災害時における相互応

援態勢の整備に努める。 
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第３章 災害予防対策 

 

第１節 非常体制に係る整備等 

（１）本社及び事業所は災害が発生したときに、非常体制が有効に機能するため動員基準、

組織、業務分担及び通報、連絡体制に係るマニュアルを整備し、社員等関係者に周知徹

底を図る。また、訓練を通じて社員に周知徹底し、他の計画との整合性を確認する。 

（２）事業所は、あらかじめ対策本部となるべき場所を定め、その場所を社員及び関係会社

社員に周知徹底するとともに、災害時優先電話、通信機器、被害状況連絡票やお客さま

リスト等所要の設備、資料を設置する。 

 

第２節 防災教育 

（１）本社及び事業所等はガスの製造設備、供給設備に係る防災意識の高揚を図り、ガスに

係る災害の発生防止に努めるため、災害に関する専門知識、関係法令、各種規程、基準、

要領について、社員等関係者に対する教育を実施する。 

（２）教育の内容は、次の各号の通りとする。 

１．緊急措置のための体制に関する事項 

２．動員基準、動員方法に関する事項 

３．社員の果たすべき役割に関する事項 

４．供給停止判断の基準に関する事項 

５．その他災害時の措置に関し必要な事項 

 

第３節 防災訓練 

（１）本社及び事業所等は防災活動を迅速に推進するため、年１回以上の防災訓練を実施し、

非常事態にこの計画が有効に機能することを確認する。また、地方自治体等が実施する

防災訓練にも積極的に参加し、連携を強化する。 

（２）訓練の内容は、次の各号の通りとする。 

１．非常体制の確立に関する事項 

２．関連工事会社との連携に関する事項 

３．ガス工作物の巡視、点検に関する事項 

４．供給停止の方法に関する事項 

５．防災に関する設備、資材等の確保、点検に関する事項 

６．お客さま等に対する広報活動に関する事項 

７．その他災害時の措置に関し必要な事項 

 

第４節 ガス施設等の災害防止措置 

  １．風水害対策 

 （１）ガス製造設備 

①浸水のおそれのある設備には防水扉、排水ポンプ等の設置及び機器類・物品類のかさ

あげによる流出防止措置等必要な措置を講ずる。 

②風水害の影響を受けやすい箇所の補強又は固定を行うとともに、不必要なものは除去

する。 

③風水害の発生が予想される場合は、あらかじめ定めるところにより巡回点検する。 

 （２）ガス供給設備 

①浸水のおそれのある設備には、昇圧防止装置の設置等必要な措置を講ずる。 

②風水害の発生が予想される場合は、あらかじめ定めるところにより巡回点検する。 
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２．地震対策 

ガス施設の地震対策にあたっては、一般的な地震動に対しては機能に重大な支障が生じず、

高レベルの地震動に際しても人命に重大な影響を与えないことを基本目標とする。 

（１）ガス製造設備 

①新設設備はガス工作物の技術上の基準、製造設備等耐震設計指針等に基づき耐震性を

考慮した設計とし、既設設備については、耐震性を維持するため、設備の重要度に応

じて定期点検を行い、補強等必要に応じた対策を講じる。 

②二次災害の発生を防止するため、地震発生時に迅速かつ確実に、ガス製造設備等の被

害状況を点検し、必要な処置を行うための地震時の行動基準等をあらかじめ定めてお

く。 

③津波の来襲のおそれがある場合、点検が必要な設備については、あらかじめ定める点

検要領に従い巡視点検を行う。また、緊急でない工事・作業その他の一般業務は、工

事中・作業中のガス工作物の危険を防止する措置を施した後、これを中断する。 

（２）ガス供給設備 

①新設設備はガス工作物の技術上の基準、ガス導管耐震設計指針等に基づき耐震性を考

慮した設計とし、既設設備は必要に応じて補強等を行う。 

②二次災害の発生を防止するため、ガス遮断装置による導管網のブロック化、導管の緊

急減圧のための方法等をあらかじめ定めておく。 

③感震遮断機能を有するマイコンメーター等の設置を推進する。 

④津波の来襲のおそれがある場合、工事中または作業中の箇所は、速やかに応急的保安

措置を実施して、工事又は作業を中断する。 

３．火災・爆発対策 

（１）ガス製造設備 

消防関係法令、ガス事業法等に基づき所用の対策を講ずるとともに、防消火設備の整備・

点検、火気取締等の実施により火災防止を図る。 

（２）ガス供給設備 

①大規模なガス漏えい・爆発を予防するため、ガス工作物の技術上の基準等に基づきガ

ス遮断装置の設置、導管防護措置、他工事に係る導管事故防止措置等を行う。 

②供給所には防消火設備を設置するとともに、架管・地区整圧器等については一般火災

に対しても耐火性を確保する。 

 

第５節 防災用設備等の整備等 

１．検知・警報設備等 

災害発生時において速やかな状況把握を行い所要の措置を講ずるとともに、防消火設備の

整備・点検、火気取締等の実施により火災防止を図る。 

（１）地震計（ＳＩ値測定機能を有するもの） 

（２）ガス漏れ警報設備 

（３）火災報知器 

（４）圧力計 

（５）流量計 

２．設備の緊急停止装置等 

緊急時の保安確保を図るため、高中圧ガス製造設備への緊急停止装置の設置、液化ガス貯

槽、大型の油貯槽、球形ガスホルダー、高圧導管等への緊急遮断装置の設置をいう。 

３．防消火設備 

液化ガス貯槽、油貯槽、ガス発生設備等には、防消火設備として、必要に応じ以下の設備

を整備する。 

（１）貯槽消火設備、冷却用散水設備 
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（２）化学消防車  

 （３）消火栓、消火用屋外給水設備、水幕設備 

 （４）各種消火器具及び消火剤 

４．漏えい拡大防止設備 

液化ガス等の流出拡大防止を図るため液化ガス貯槽、油貯槽については、必要に応じ防液

堤を設置するとともに油処理剤等を整備する。 

５．緊急放散設備等 

製造設備及び導管の減圧を安全に行うため、必要に応じ、緊急放散設備等を設置する。 

６．連絡・通信設備 

災害時の情報連絡、指令、報告等を迅速に行うとともに、ガス工作物の遠隔監視・操作を

的確に行うため、無線通信設備等の連絡通信設備を整備する。 

７．コンピュータ設備 

災害に備え、コンピュータシステム、データベースのバックアップ対策を講じる。 

８．自家発電設備等 

常用電力の停電時において防災業務設備の機能を維持するため必要に応じて自家発電設

備等を整備する。 

９．防災中枢拠点設備 

災害対策本部の機能をはたす施設については、通信機能等の設備の充実及び災害に対する

耐震診断・補強、什器備品類等の転倒防止等の措置を講ずる。 

 

第６節 防災用資機材の確保と整備等 

（１）防災用資機材の確保 

事業所等は、災害発生時の被害を最小限とするため、緊急措置及び早期復旧に必要な、製

造設備、供給設備の配管材料、工具等必要資機材について、平常時からその確保に努めると

ともに、定期的に保管状況を点検整備する。 

（２）車両の確保 

事業所等は、災害発生時における迅速な出動及び資機材の輸送手段の確保を可能とするた

め、工作車、緊急自動車等の車両を常時稼働可能な状態に整備しておく。また、掘削車等の

特殊な作業車及び工作機械等は関係工事会社等と連携し、その調達体制を整備する。 

（３）資機材の調達 

本社及び事業所は、災害復旧用資機材の確保のために、資機材リストの整備に努めるとと

もに、あらかじめ社外からの調達体制を整備しておく。 

（４）代替熱源 

本社及び事業所は、災害等によってガス供給停止になった際に、社会的重要度の高い施設

に対して臨時にガスを供給するため、移動式ガス発生設備、カセットコンロ類の調達先等を

整備しておく。 

（５）生活必需品の確保 

本社及び事業所は、災害等に備え、食料、飲料水、寝具、医薬品等の生活必需品の確保の

ために、社外からの調達体制を整備しておくとともに、定期的に保管状況を点検整備する。 

（６）前進基地等の確保 

本社及び事業所は、災害等に備え、前線基地用地、宿泊施設等の候補をあらかじめ調査し

ておく。 

（７）人員等の確保 

本社及び事業所は、災害発生時に関係会社からの人員及び資機材の提供が迅速に行えるよ

うに、あらかじめ協力体制を整備しておく。 
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第７節 ガス事故の防止 

１．ガス工作物の巡視、点検、調査等 

ガス工作物を常に法令に定めるガス工作物の技術上の基準に適合するように維持し、さら

に事故の未然防止を図るため、定期的にガス工作物の巡視点検（災害発生のおそれのある場

合には、特別の巡視）を行い、ガス事故の防止を図る。 

２．広報活動 

（１）日常の広報 

お客さま等ガス使用者に対し、平常時から、パンフレット、テレビ、検針票等を利用しガ

スの安全知識の普及促進及び臭気が認められる場合の通報等の協力を得るよう広報活動を

実施する。 

（２）マスコミへの連絡 

テレビ、ラジオ、新聞等のマスコミに対して災害発生時の情報を速やかに連絡できるルー

トを確認しておく。 

（３）文案の作成等 

非常事態に即応できるよう、あらかじめ文例、ＤＶＤ等を作成し、その広報について関係

諸機関に協力を依頼する。 
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第４章 災害応急対策 

 

 

第１節 通報及び連絡 

１．通報・連絡の経路 

（１）社内及び社外機関との連絡が相互に迅速かつ確実に行えるよう、情報伝達ルート及び

情報交換のための収集・連絡体制の明確化など、体制の確立に努めるものとする。 

（２）社内及び社外機関に対する通報・連絡の経路は、別図４及び別図１０の通りとする。 

２．通報・連絡の方法 

通報・連絡は、災害時優先電話、社内電話、携帯電話、無線通信等を使用して行うことと

する。 

 

第２節 災害発生時における情報の収集、連絡 

１．情報の収集、報告 

対策本部は、次に掲げる各号の情報を巡回点検、出社途上の調査等により把握する。 

（１）一般情報 

①気象情報 

②一般被害情報：一般公衆の家屋被害情報及び人身被害発生情報並びにガス施設等を除

く、電気、水道、交通、通信、放送施設、道路、橋梁等の公共施設をはじめとする当該

供給区域内全般の被害情報 

③対外対応状況：地方自治体の災害対策本部、官公署、報道機関、お客さま等への対応

状況 

④その他災害に関する情報：交通状況等 

（２）地震計情報 

（３）ガス施設等の被害状況 

（４）復旧資材、応援隊、食糧等に関する事項 

（５）社員の被災状況 

（６）その他災害に関する情報 

 

第３節 災害時における広報 

１．広報活動 

①災害発生時、または災害の発生が予想される場合においては発生直後、ガス供給停止

時、復旧作業中及び復旧完了時の各時点において、その状況に応じた適切な広報活動

を行う。 

②災害発生後、ガス供給を継続する地区のお客さまに対しては、必要に応じて保安確保

のための広報活動を行う。 

２．広報の方法 

広報活動については、災害発生時に即応できるように、報道機関・警察・消防等関係機関

に協力を要請するほか、広報車等により実施する。また、状況に応じて地方自治体とも連携

を図る。 

 

第４節 対策本部等の要員の確保 

 １．対策要員の確保 

（１）地震が発生し供給区域内の気象庁発表震度階が５弱以上の場合、自動出社する社員を

あらかじめ定めておく。 

（２）勤務時間外に災害発生のおそれがある場合、あらかじめ定められた各対策本部等の要
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員は、気象情報その他の情報に留意し、非常体制の発令に備える。 

（３）非常体制が発令された場合は、対策本部等の要員はあらかじめ定められた要領に基づ

き速やかに対策本部等の指定された場所へ出動する。 

２．他事業者等との協力 

（１）関係工事会社等との間に災害発生時に出動要請できる体制を確立し、必要に応じて出

勤を要請する。 

（２）自社のみでは、早期復旧が困難であると考えられる場合には、被害を免れたガス事業

者からの協力を得るため、一般社団法人日本ガス協会の「非常事態における応援要綱」

に基づき日本ガス協会へ応援を要請する。 

 

第５節 災害時における緊急工事 

１．緊急工事の基本方針 

災害に伴う緊急工事は、緊急度を勘案して迅速かつ適切な措置を講じる。 

２．緊急工事における安全確保等 

緊急工事に際しては二次災害の発生防止に万全を期すとともに、対策要員の安全に十分配

慮する。 

 

第６節 地震以外の自然災害時の供給停止判断 

（１）ガス施設の被害による二次災害のおそれがある地域については、ガスの供給を速やか

に停止する。 

（２）広範囲にわたる供給停止の判断は、第３非常体制が発令されたときは地区災害対策本

部長、総合非常体制が発令されたときは現地災害対策本部長が行う。 

（３）地区災害対策本部長又は現地災害対策本部長が病気その他やむを得ない事情により不

在となる場合に備え、その職務を代行する者をあらかじめ指名しておく。 

（４）供給継続地区については、保安巡回等の保安確保のための必要な対策を行う。 

 

第７節  地震時の供給停止判断 

（１）地震が発生した場合、次の各号に掲げるような大きな災害が確認されたブ

ロックでは、供給停止を行う。 

①ＳＩ値があらかじめ定めた供給停止判断基準値以上を記録した地域及び製

造所又は供給所ガスホルダーの送出量の大変動、主要整圧器等の圧力の大変

動により供給継続が困難な地域については、直ちにガス供給停止を決定する。 
②ＳＩ値があらかじめ定めた供給停止判断基準未満となった地域については、

緊急巡回点検やガス漏えい通報の受付状況等から経時的に得られる被害状

況により、二次災害の発生が予測される場合は、速やかにガス供給を停止す

る。 

（２）供給継続地区については、保安巡回等の保安確保のための必要な対策を行う。 
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第５章 災害復旧対策 

 

 

第１節 復旧計画の策定 

１．災害が発生した場合は、被害状況の調査を速やかに行い、正確な情報を収集し、早期復

旧をはかるため、次に掲げる各号の事項を明らかにした復旧計画を速やかに策定する。 

（１）復旧手順及び方法 

（２）復旧要員の動員及び配置計画 

（３）復旧用資機材の調達計画 

（４）復旧作業の期間 

（５）供給停止のお客さま等への支援 

（６）宿泊施設の手配、食糧等の調達 

（７）その他必要な対策 

 

第２節 災害時における復旧用資材の確保 

 １．調達 

   対策本部は、予備品、貯蔵品等の復旧用資機材の在庫量を確認し、調達を必要とする資

機材は、次のいずれかの方法により速やかに確保する。 

  （１）取引先、メーカー等からの調達 

  （２）対策本部間の相互流用 

  （３）他ガス事業者等からの融通 

 ２．復旧用資機材置場等の確保 

   災害時において、復旧用資機材置場及び仮設用用地が緊急に必要となった場合には、あ

らかじめ調査した前進基地用地等の利用を検討し、この確保が困難と思われる場合は、関

係省庁・地方自治体等の災害対策本部に依頼して、迅速な確保を図る。 

 

第３節 復旧作業の実施 

復旧計画に基づき、二次災害防止に万全を期すとともに、速やかにガス施設の復旧作業

を実施する。 

 １．製造設備の復旧作業 

  被害を受けた製造設備は、復旧計画に基づき速やかに復旧する。 

 ２．供給設備の復旧作業 

供給設備の復旧作業は、二次災害の発生防止に万全を期しつつ、次の手順により行う。 

 （１）高・中圧導管の復旧作業 

  ①区間遮断 

  ②漏えい検査 

  ③漏えい箇所の修理 

  ④ガス開通 

 （２）低圧導管の復旧作業 

  ①閉栓確認作業 

  ②復旧ブロック内巡回調査 

  ③被災地域の復旧ブロック化 

④復旧ブロック内の漏えい検査 

  ⑤本支管、供給管、灯外内管の漏えい箇所の修理 

  ⑥本支管混入空気除去 

  ⑦内管検査及び灯内内管修理 

  ⑧点火・燃焼試験（給排気設備の点検） 

  ⑨開栓 
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第６章 南海トラフ地震防災対策推進計画 

 

 

第１節 地震防災上緊急に整備すべき施設等に関する事項 

第３章第４節第２項（１）①および（２）①に準ずる。 

また津波浸水による被害が想定される設備については、その重要度に応じて必要な対策を

講じる。 

 

第２節 津波からの防護、円滑な避難の確保及び迅速な救助に関する事項 

１．従業員等の避難行動等 

強い揺れ（震度４程度以上）を感じた時、弱い揺れであっても長い時間ゆっくりとした揺

れを感じたとき、または、揺れを感じなくとも大津波警報あるいは津波警報が発表されたと

きは、従業員、見学者、訪問者等に対して、直ちに避難指示区域から離れるなど、急いで安

全な場所に避難するよう要請する。 

また、鉄筋建物の３階以上の階に避難した従業員、見学者、訪問者等に対しては安全確保

のための情報提供をし、その場に留まるよう促す。 

２．避難時にとるべき措置 

津波からの円滑避難を確保するため、利用者によるガス栓の閉止等、火災等の二次災害防

止のために必要な措置に関する広報を実施する。 

３．管理等を行う施設等に関する対策 

（１）津波襲来に備えた点検、巡視 

  第３章第４節第２項（１）③および（２）④に準ずる。 

（２）工事等の中断 

第３章第４節第２項（１）③および（２）④に準ずる。 

   

第３節 関係者との連携協力の確保に関する事項 

１．資機材、人員等の配備手配 

（１） 防災体制 

    第２章第１節に準ずる。 

（２） 対策本部の運営 

  第２章第２節に準ずる。 

（３） 資機材の確保および整備 

第３章第６節に準ずる。 

（４） 他機関応援に備えた措置 

   第２章第４節第３項に準ずる。 

２．帰宅困難者への対応 

国、地方自治体と協力して、一時滞在施設の確保、発災時に必要な情報提供等の対策につ

いて検討を進めるものとする。 
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第４節 時間差発生等における円滑な避難の確保等に関する事項 

 １．南海トラフ地震臨時情報（調査中）が発表された場合における災害応急対策

に係る措置に関する事項 

 （１）南海トラフ地震臨時情報（調査中）の伝達等 

    第２章第２節及び第４章第１節に準ずる。 

 

 ２．南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された場合における災害

応急対策に係わる措置に関する事項 

 （１）南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等の伝達 

    第２章第２節及び第４章第１節に準ずる。 

 （２）南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等が発表された後の周知 

    第２章第１節および第４章第３節に準ずる。 

（３）南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発表された後の災害応急対策

の実施状況等に関する情報の収集・伝達等 

    第２章第２節及び第４章第１節に準ずる。 

 （４）災害応急対策をとるべき期間等 

    南海トラフ沿いの想定震源域内のプレート境界におけるＭ８．０以上の地

震発生から１週間、後発地震に対して警戒する措置をとるものとする。ま

た、当該期間経過後１週間、後発地震に対して注意する措置をとるものと

する。 

 （５）ガス事業者のとるべき措置 

    第２章第１節および第２節、第３章第４節、ならびに第４章第７節に準ず

る。 

 

 ３．南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）等が発表された場合における災害

応急対策に係わる措置に関する事項 

 （１）南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）等の伝達 

    第２章第２節及び第４章第１節に準ずる。 

 （２）南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）等が発表された後の周知 

    第２章第１節および第４章第３節に準ずる。 

 （３）災害応急対策をとるべき期間等 

    南海トラフ沿いの想定震源域内のプレート境界においてＭ７．０以上Ｍ８．

０未満又はプレート境界以外や想定震源域の海溝軸外側５０ｋｍ程度まで

の範囲でＭ７．０以上の地震（ただし、太平洋プレートの沈み込みに伴う

震源が深い地震は除く）が発生するケースの場合は１週間、南海トラフ沿

いの想定震源域内のプレート境界面で通常と異なるゆっくりすべりが観測

されたケースの場合はプレート境界面で通常と異なるゆっくりすべりの変

化が収まってから、変化していた期間と概ね同程度の期間が経過するまで

の期間、後発地震に対して注意する措置をとるものとする。 

 （４）ガス事業者のとるべき措置 

    第２章第１節および第２節、第３章第４節、第５節および第６節に準ずる 
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第５節 防災訓練に関する事項 

第３章第３節に準ずる。 

 

第６節 地震防災上必要な教育及び広報に関する事項 

第３章第２節および第７節第２項に準ずる。 

なお従業員への教育内容は次の事項を考慮し、対象者に応じて必要な事項を選択するものと

する。 

  ・南海トラフ地震に伴い発生すると予想される地震動及び津波に関する知識 

  ・地震及び津波に関する一般的な知識 

  ・南海トラフ地震が発生した場合に具体的にとるべき行動に関する知識 

  ・南海トラフ地震が発生した場合に職員等が果たすべき役割 

  ・南海トラフ地震対策として現在講じられている対策に関する知識 
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第７章 その他 

 

第１節  他の社規との関係 

災害その他非常の場合の措置に関しては、保安規程、その他の社規に特別な定めがある

場合を除き、この計画の定めるところによる。 

 

第２節 社員の責務 

 （１）社員は、この計画の定めるところに従い、積極的に防災に努めるとともに、指揮者又

は責任者の指示、命令に従い、災害対策の諸活動に従事しなければならない。 

（２）非常体制における動員者は災害発生が予想される場合又は災害発生時には、所属する

事業所に出社、若しくは連絡して諸活動に従事しなければならない。 

 

 

 

 

 

付  則 

 

この計画は、２０２４年４月１日から実施する。 

制  定 平成２５年９月２６日 

改  定 平成２７年３月３０日 

改  定 平成２７年６月３０日 

改  定 平成２９年３月２４日 

改  定 平成３０年３月２８日 

改  定 平成３１年３月２５日 

改  定 ２０２０年３月２７日 

改  定 ２０２１年３月１８日 

改  定 ２０２３年３月３１日 

最終改定 ２０２４年３月２５日 
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 （別図１）第１非常体制の標準組織・分担業務 
 

  ① 供給関係 
   関係者の一部動員によるパトロール又は事故処理ができる体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ② 製造関係 

      通常勤務担当者で処理できる体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（別図２）第２非常体制の標準組織・分担業務 
 

  ① 供給関係 
   関係者の動員によるパトロール又は事故処理及び広報ができる体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ② 製造関係 
      関係者の動員により処理できる防災及び災害復旧体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災隊長 

復 旧 班 

情報連絡班 

防災隊長 情報連絡班 

防 災 班 

保安運転班 

防災隊長 

復 旧 班 

顧 客 班 

情報連絡班 

防災隊長 

警 備 班 

防 災 班 

工 作 班 

情報連絡班 

保安運転班 

1．パトロール 
2．事故修理   
3．二次災害防止措置 
4．事故現場付近の警戒 
5．供給圧力管理       

1．情報の収集、記録 
2．責任者への報告 
3．社内外への連絡 

1．防災活動 
2．事故処理 

1．情報の収集、記録 
2．防災班への連絡 
3．社内外への連絡 

1．保安運転 

1．パトロール 
2．事故修理 
3．二次災害防止措置 
4．供給圧力管理 

1．受付業務及び一般事故処理

2．巡回広報 
3．開閉栓 

1．情報の収集、記録 
2．責任者への報告 
3．社内外への連絡 

1．救援活動 
2．工場内外の警備 

1．防災活動、消火活動 

1．事故処理、復旧作業 

1．情報の収集、記録 
2．防災班、関連業者の呼出 
3．社内外への連絡 

1．保安運転 
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（別図３）第３非常体制の標準組織・分担業務 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注１）上記の体制は標準とし、各班の編成は必要に応じて統合できるものとする。 

（注２）地区災害対策本部において、本部長または本部員は各隊長を兼ねることができる。 

（注３）災害対策連絡会議の体制は別図６参照 

（注４）工場隊の体制は、別図８参照 

（注５）災害対策連絡会議は、災害派遣連絡部会と連携し対応にあたる。 

 

 

 
１ ． 被 害 復旧 状

況の情報収集 

２ ． 緊 急 対策 、

復 旧 対 策 の 重

要 方 針 策 定 の

支援 

３ ． マ ス コミ 対

応 （ プ レ ス リ

リース） 

４ ． 非 被 災地 区

へ の 要 員 派 遣

要請 

５．経済産業省、

九 州 産 業 保 安

監 督 部 、 中 央

官 庁 及 び J G A

対応 

６ ． ガ ス 漏れ 受

付 、 マ イ コ ン

メ ー タ ー 遮 断

受 付 、 お 客 さ

ま 問 い 合 わ せ

対応 

７ ． そ の 他災 害

対 策 に 関 す る

重要事項 

 

1．マスコミ対応

 

 

 

広 報 班 

人 事 班 

顧  客 班 

特 需 班 

開 閉 栓 班 

開閉栓計画班 

緊急班 

中圧供給班 

内管修繕班 

外管修繕班 

総 

務 

隊 

長 

営 

業 
隊 

 
 

 

供 
 

 

給 
 

 

隊 
 

 

長 

本 部 長 

本 部 員 

関係各部門 

1．衣服・医療品等の調達 
2．食料・宿舎等の調達 

3．行政対応 
4．地元対応 
 

1．漏えい等の受付業務 
2．苦情処理 

1．官公庁、大口のお客さま等

の開閉栓及び苦情処理 

1．開閉栓 

1．復旧工事に伴う圧力管理 
2．供給停止措置に伴うガバナ 

及びバルブ操作   

1 ． 内 管 修

 

1．外管（低圧）復旧実施 

2．外管（中圧）復旧実施 

3．外管修理に先行する供給管切断 

 

1．製造設備関係の防災及び復旧の

実施 
2．製造設備関係の保安運転の確保 

総 務  班 

1.被害、復旧状況の

情報収集 
2.緊急対策、復旧対

策 の 計 画 策 定 及

びその実施   
3 .隊 員 の 出 動 指 令

及び配備  
4 .社 長 執 行 役 員 及

び 本 社 災 害 対 策

連絡会議 

への連絡       
5 .そ の 他 災 害 対 策

に 関 す る 重 要 事

項 
 

地 区 
災害対策本部

災害対策 
連絡会議 

 

工 

場 

隊 

各班 

別図8参照 

1．安全衛生、労務管理 

1．供給継続地区の保安管理 
2．漏えい等の処理 
3．復旧完了地区のフォロー

 

現地総括班 
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（別図４）総合非常体制の標準組織・分担業務 
総合災害対策本部、現地災害対策本部を設置し、社内外の応援の下に総合的な災害対策を効果的

に実施できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

（注１）総合災害対策本部の体制は別図７参照。 

（注２）上記の体制は標準とし、各班の編成は必要に応じて統合できる。 

（注３）現地災害対策本部において、本部員と各隊長を兼ねることができる。 

（注４）総合災害対策本部は、災害派遣連絡部会と連携し対応にあたる。 

 
 
 

社長執行役員 
 
 
 
副社長執行役員 
 
 
 

取締役執行役員 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
取締役執行役員 

 
 
 
 

地区総括 

地域会社社長 

 

 

 
必要に応じて 

配置 

1．衣服・医療品等の調達 
2．食料・宿舎等の調達 

3．行政対応 
4．地元対応 

1．安全衛生、労務管理 

1．漏えい等の受付業務 
2．苦情処理 

1．官公庁、大口のお客さま等 
の開閉栓及び苦情処理 

1．開閉栓  

1．供給継続地区の保安管理 
2．漏えい等の処理 
3．復旧完了地区のフォロー

 

1．復旧工事に伴う圧力管理 
2．供給停止措置に伴うガバナ及び

バルブ操作 

1．外管（低圧）復旧実施 

2．外管（中圧）復旧実施 

3．外管修理に先行する供給管切断

 

1．製造設備関係の防災及び復旧の

実施 
2．製造設備関係の保安運転の確保

総 務  班 

人 事 班 

顧  客 班 

特 需 班 

開 閉 栓 班 

開閉栓計画班 

緊急班 

施設点検班 

外管修繕班 

総 

務 

隊 

長 

営 

業 
隊 

長 

供 
 

 

給 
 

 

隊 
 

 

長 

現 地 
災害対策本部 

本 部 長 

副本部長 

本 部 長 

副 本 部 長 

本 部 員 

総 合 
災害対策本部 

1．被害復旧状況の情
報収集 

2．緊急対策、復旧対
策の重要方針策定 

3．非被災地区への要
員派遣要請 

4．現地対策本部への
指令代行 

5．経済産業省、九州
産業保安監督部、中
央官庁及びJGA対応 

6．マスコミ対応 
7．ガス漏れ受付、マ

イ コ ン メ ー タ ー 遮
断受付、お客さま問
い合わせ対応 

8．その他災害対策に
関する重要事項 

広 報 班 
1．マスコミ対応 

2．巡回広報 
 

1．災害発生時の主要な高中圧

導管の緊急巡回点検 

1． 内 管 修

 
内管修繕班 

中圧供給班 

1．移動式ガス発生設備による臨時

 
臨時供給班 

各 班 

本社総括班 

1．緊急対策、復旧

対 策 の 重 要 方 針

決定 
2．本社及び現地対

策本部の指令 

3．その他災害対策

に 関 す る 重 要 事

項 

1．被害復旧状

況 の 情 報 収

集 

2．緊急対策、

復 旧 対 策 の

計 画 策 定 及

びその実施 

3．総合災害対

策 本 部 及 び

本 社 対 策 本

部への報告 

4．地方行政対

応 

5．その他災害

対 策 に 関 す

る重要事項 

 

現地総括班 

本 部 員 

工 

場 

隊 

長 

各班 

別図8参照 
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（別図５）災害対策連絡部会（本社）の構成 

被害情報の収集及び外部対応を図ると共に、地区の防災活動に対して全面的に支援、補佐する。 

 

【第１非常体制が発令された場合】 

①供給関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②製造関係 

 

 

 

 

 

（注１）部会長の判断により、必要に応じて他部門が部会スタッフとして参画する場合がある。 

 （注２）地震発生時は防災保安部長を部会長、生産部長を副部会長とした一つの災害対策連絡部

会とする。 

 

【第２非常体制が発令された場合】 

①供給関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②製造関係 

 

 

 

 

 

 

（注１）部会長の判断により、各班の編成は災害の規模に応じて変更できるものとする。 

（注２）災害対策連絡部会の分担業務は災害対策連絡会議と同じとする 
（注３）地震発生時は防災保安部長を部会長、生産部長を副部会長とした一つの災害対策連絡部会

とする。 

担当部門 

SGHD総務広報部 

生 産 部 

部会長：生産部長 

 

部会長：防災保安部長 

 

担当部門 

SGHD総務広報部 

設備技術部 

お客さまコミュニケーション部 

防災保安部 

中央指令部 

 

 部 会 長：生産部長 

 
担当部門 

SGHD総務広報部 

生 産 部 

部 会 長：防災保安部長 
担当部門 

SGHD総務広報部 

設備技術部 

お客さまコミュニケーション部 

供給管理部 

防災保安部 

中央指令部 
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（別図６）災害対策連絡会議（本社）の構成（第３非常体制時） 

災害情報の収集及び外部対応を図ると共に、地区災害対策本部の災害対策活動に対して全面的に支援、補佐する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本 部 班 分 担 業 務 

広 報 班 

・ﾏｽｺﾐ等対応 
・災害発生時の広報（お客さま・ﾏｽｺﾐ） 
・ガス供給停止時の広報（お客さま・ﾏｽｺﾐ） 
・復旧時の広報 
・復旧活動の記録 
・地区災害対策本部 総務隊との連携、支援 

総 務 班 

・勤務時間内における社員等の避難誘導 
・災害対策連絡会議設置に係る庶務事項 
・全社建物等被害状況の収集 
・地区災害対策本部総務隊への要員派遣を非被災

地区と調整 
・食料及び宿舎等の調達 
・前進基地、資材ヤード、駐車場等用地の確保 
・外部に対する総務的事項（協力要請等） 
・地区災害対策本部 総務隊との連携、支援 

人 事 班 

・社員及び家族被災状況の把握 
・安全衛生管理対策の実施 
・被服等の調達 
・社員の出動状況等の把握 

情報通信班 

・情報ｼｽﾃﾑ(ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ､ﾈｯﾄﾜｰｸ､業務ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ)
及び電話の被害状況の収集 

・ﾆｼｺｰﾋﾞﾙ千代の被害状況の収集 
・情報ｼｽﾃﾑ及び電話の復旧計画等の策定 
・情報ｼｽﾃﾑ及び電話等の機器の調達 
・お客さまﾃﾞｰﾀ出力等の電算機処理業務 

経 理 班 
・資金調達 
・資金調達計画 

資 材 班 

・復旧資機材の調達 
・資機材搬送 
・現地への資材班派遣 
・代替熱源の調達 

原 料 班 ・原燃料供給会社被害状況の把握、原燃料の確保 

営 業 班 

・現地営業隊の統括 
・お客さま対応 
・お客さま対応状況の把握  
・受電本数に応じた受付体制の検討、確立 
・営業隊への他地区社員及び関連、協力会社要員等の派遣

調整 
・応援費用の積算 

供 給 班 

・現地供給隊の統括 

・供給設備の被害状況の把握 

・緊急対策策定支援 

・復旧対策策定支援 

・臨時供給設備の数量調整 

・開閉栓の復旧計画の策定支援 
・開閉栓進捗状況の把握 
・応援費用の積算 

 中央指令部 

・供給設備、製造設備の被害状況の把握 
・供給系監視制御システムの通信状況の把握 
・関係会社との生産調整 
・緊急対策（製造・供給）の策定、実施 
・ガス漏えい電話受付 

生 産 班 

・製造設備（関係会社含む）の被害状況の把握 
・緊急対策、復旧対策の方針策定 
・現地工場隊への応援計画の策定 
・ＬＮＧローリ輸送ルートの情報把握 

電 力 班 
・停電、復電状況の把握 

・電力需給調整 

 

【本社総括班】 

［担当業務］ 
・災害対策室の設営及び関係部門との連

絡体制確立 

・経済産業省、九州産業保安監督部（常駐

対応含む）、JGA等への報告及び対応 

・本部班各班情報の収集及び集計表作成 

・諸会議の開催 

・災害対応方針策定支援 

・各班へ議長の指示伝達 

・本部班間の連携調整 

・他地区、関係会社等、他社ガス小売事業

者への応援要請 

・役員への報告 

・社内、関係会社等への情報等の提供 

・全社復旧要員管理 

・地方行政機関(県･市等、県警･

消防本部等)対応支援  

 

議 長 

防災保安部長 

（注）各班の編成は災害の規模に応じて変更できるものとする。 
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（別図７）総合災害対策本部の標準組織・分担業務 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（注１）本部長は本部員部長の内、災害内容に応じて隊長を指名する。 

（注２）各班の編成は災害の規模に応じて変更できるものとする。 

本 部 班 分 担 業 務 

広 報 班 

・ﾏｽｺﾐ等対応 
・災害発生時の広報（お客さま・ﾏｽｺﾐ） 
・ガス供給停止時の広報（お客さま・ﾏｽｺﾐ） 
・復旧時の広報 
・復旧活動の記録 
・現地対策本部 総務隊との連携、支援 

総 務 班 

・勤務時間内における社員等の避難誘導 
・総合災害対策本部設置に係る庶務事項 
・全社建物等被害状況の収集 
・総務隊への他地区社員等の応援動員 
・食料及び宿舎等の調達 
・前進基地、資材ヤード、駐車場等用地の確保 
・外部に対する総務的事項（協力要請等） 
・現地対策本部 総務隊との連携、支援 

人 事 班 

・社員及び家族被災状況の把握 
・安全衛生管理対策の実施 
・被服等の調達 
・社員の出動状況等の把握 

情報通信班 

・情報ｼｽﾃﾑ(ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ､ﾈｯﾄﾜｰｸ､業務ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｼｽﾃ
ﾑ)及び電話の被害状況の収集 

・ﾆｼｺｰﾋﾞﾙ千代の被害状況の収集 
・情報ｼｽﾃﾑ及び電話の復旧計画等の策定、機器の

調達 
・お客さまﾃﾞｰﾀ出力等の電算機処理業務 

経 理 班 
・資金調達 
・資金調達計画 

資 材 班 

・復旧資機材の調達 
・社内物品搬送の確保 
・現地への資材班派遣 
・代替熱源の調達 

原 料 班 ・原燃料供給会社被害状況の把握、原燃料の確保 

営 業 班 

・現地営業隊の統括 
・お客さま対応 
・受電本数に応じた受付体制の検討、確立 
・営業隊への他地区社員及び関連、協力会社要員等の応

援動員 
・応援費用の積算 

供 給 班 

・現地供給隊の統括 
・供給設備の被害状況の把握 
・緊急対策策定支援 
・復旧計画策定 
・現地供給隊への他地区社員及び関連、協力会社

要員等の応援動員 
・臨時供給設備の数量調整 
・中圧、高圧パイプラインの復旧計画 
・開閉栓の復旧計画の策定支援 
・開閉栓進捗状況の把握 
・応援費用の積算 

 中央指令部 

・供給設備、製造設備の被害状況の把握 
・供給系監視制御システムの通信状況の把握 
・関係会社との生産調整 
・緊急対策（製造・供給）の策定、実施 
・ガス漏えい電話受付 

生 産 班 

・製造設備（関係会社含む）の被害状況の把握 
・緊急対策、復旧対策の方針策定 
・現地工場隊への応援計画の策定 
・ＬＮＧローリ輸送ルートの情報把握 

電 力 班 
・停電、復電状況の把握 
・電力需給調整 

 

【本社総括班】 

［担当業務］ 

・災害対策室の設営及び関係部門と

の連絡体制確立 

・経済産業省、九州産業保安監督部、

JGA等への報告及び対応 

・本部班各班情報の収集及び集計表

作成 

・総合災害対策本部会議、総括班ミ

ーティングの開催 

・災害対応方針策定 

・各班へ本部員の指示伝達 

・本部員への班活動の報告 

・本部班間の連携調整 

・他地区、関係会社等、他社ガス小

売事業者への応援要請 

・日本ガス協会への救援要請検討、

総合災害対策本部会議への上申 

・総合災害対策本部の指令を現地災

害対策本部へ伝達 

・社内、関係会社等への情報等の提

供 

・全社復旧要員管理 

・地方行政機関(県･市等、県

警･消防本部等)対応支援 

 

 

本 部 長 

 

副本部長 

 

本 部 員 

 

総合災害対策本部 
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 （別図８）工場隊の標準組織・分担業務 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注１）上記の体制は標準とし、各班の編成は工場の規模や必要に応じて統合できるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1．工場内外の警備 

2．公設消防隊の現場への誘導 

1．防災活動 

2．消火活動 

1．設備の保安 

2．災害防止、復旧工作 

1．電気関係設備の保全復旧 

1．情報の収集記録 

2．工場隊、関連業者の呼出 

1．保安運転 

警 備 班 

防 災 班 

工 作 班 

電 気 班 

情報連絡班 

保安運転班 

警備班長 

防災班長 

工作班長 

情報連絡班長 

保安運転班長 

工場隊長 

（保安統括者） 
 
1．工場隊を統括指揮 
 
2．防災及び復旧の実施 
 
3．本部への報告 
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（別図９）災害派遣連絡部会の標準組織・分担業務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注１）上記の体制は標準とし、各部門の編成は地区の組織に応じて編成する。 

 

 

部会長：地区供給部長 

設備部 

総務部 

供給部 

工場 

営業部 

1．現地総務隊への要員派遣 

1．現地営業隊への要員派遣 

2．現地供給隊への要員派遣 

1．現地供給隊への要員派遣 

1．現地供給隊への要員派遣 

1．現地工場隊への要員派遣 
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（別図１０）防災関係機関との連携関係図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西部ガス 

経済産業省 

産業保安グループ 

九州産業保安監督部 

保安課 

内閣府防災担当 

県・市町村 

防災担当機関 

気象庁・地方気象台 

消防機関 県警察本部 

指定公共機関 

指定地方公共機関 

日本ガス協会 

日本ガス協会九州部会 

国・県・市町村 

道路管理者 
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（別表１）各非常体制の責任者 

 

 第１非常体制 第２非常体制 第３非常体制 総合非常体制 

福岡地区 
福岡供給部保安G 

ﾏﾈｼﾞｬｰ 

福岡供給部長 

 

保安総括担当 

執行役員 

社長執行役員 

北九州地区 
北九州供給部保安G 

ﾏﾈｼﾞｬｰ 

北九州供給部長 

 

保安総括担当 

執行役員 

熊本地区 

熊本供給部保全G 

ﾏﾈｼﾞｬｰ 

熊本工場長※  

熊本供給部長 

 

熊本工場長※ 

熊本供給部長 

 

 

長崎地区 

長崎供給部保全G 

ﾏﾈｼﾞｬｰ 

長崎工場長※  

長崎供給部長 

 

長崎工場長※ 

長崎供給部長 

 

 

佐世保地区 

長崎供給部佐世保供給G 

ﾏﾈｼﾞｬｰ 

佐世保工場長※  

長崎供給部長 

 

佐世保工場長※ 

長崎供給部長 

 

 

島原地区 
長崎供給部島原事業所長 

 

長崎供給部長 

 

長崎供給部長 

 

※製造設備の損壊等により、ガス供給に影響を及ぼす場合又は及ぼす可能性がある場合 

（注１）第３非常体制の責任者は地区災害対策本部長であり、総合非常体制の責任者は総合災害対策

本部長である。 

 

 

 

（別表２）本部長代行者 

 

総合災害対策本部 副社長執行役員 

福岡地区災害対策本部 福岡供給部長 

北九州地区災害対策本部 北九州供給部長 

熊本地区災害対策本部 熊本供給部保全Gマネジャー 

長崎地区災害対策本部 長崎供給部保全Gマネジャー 

佐世保地区災害対策本部 長崎供給部佐世保供給Gマネジャー 

島原地区災害対策本部 長崎供給部保全Gマネジャー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防 災 業 務 計 画 

 

西部ガス株式会社 

 


